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戦国期における開発と村  
一棟滞郡荒川柑を事例として州  

達也  

る試みの－－一段階として，本報告では，一つの村を  

考察の対象とし，近世に継続する村が形成されて  

いく過程に，開発がいかなる形で関与していたか  

という観点から，開発の具体的な様相と，それに  

ともなう祭観変化を復原し，戦国末期における村  

と開発との関係について考察してみたい。  

Ⅰ 荒Jtt村の社会構成  

現在の人寸虜川は，北から りと沢」・「中」・  

「川端＿Jと呼ばれる3つの地区に分割されている  

（節1鳳）l、さらに，それぞれの地区は，「曲輪（く  

るわ）」と呼ばれる単位に分かれている。例えば，  

川端地区内には「川端」・「田端」・「天神」の   

3つの曲輪がある。曲輪は放も基本的な生活単位  

として，婚礼や葬式を行なう単位，各種の諦観織  

の構成単位となっていた。つまり，荒川柑は，村  

一地区鵬曲輪という社会構成によって成り立って  

いた。   

柑の社会を構成する要素として，同族組織があ  

る。汁荒川柑では，同族組織のことを「一家（イッケ）」  

と呼び慣わしてきた。荒川村に存在する「イッケ」  

には，「持田」・「大沢」・「大谷」・「川田」・  

「田辺」・「中嶋」・「大場」・「高橋」・「町  

田」・「岡田」などがあり．荒川村は，比較的多  

様なイッケにより構成されている。さらに，同じ  

名字でも，複数の系統にわかれている事例も多く  

みられる。例えば，荒川柑で最も多い名字である  

持田氏の場合，大きく4つのイッケに分かれてお  

り，おのおののイッケの本家はJI一端地区の川端曲  

翰と天神曲輪にl軒ずつ，只沢地区の中曲鮨に2  

軒ある（第1図参照）。さらに，只沢地区には，か  

っては只沢持田氏の2イッケの両方に関係を有し  

ていたと思われる家が存在していた2）。持田氏の  

田中  

Ⅰ はじめに  

榛渾郡荒川村（埼玉県大里郡花園町荒川）は，秩  

父郡を水源とし，審屠付近で関東平野へと流れ出  

た荒川の左岸に位置している。対象地城は，荒川  

の形成する扇状地上に位置するため，ポンプ揚水  

により陣門カゞ形成される以前は，水‖は傾かにし  

かみられず，麦（大麦・小成）・k豆を中心とする  

畑作が広範に腱関するとともに，産衣ヤーl相磯瀾  

の利用が活発に行なわれてきた（、   

荒川付から約4キロメートル西方に存在する鉢  

形城（鮒片町鉢形）は，上杉氏・長尾氏の拠点とし  

て，中1牡後期の武蔵国北内部の政治的な中心とし  

ての役割を杓っていた。とくに，戦国来期にいた  

ると，小田原に本拠を解き，関東に勢力を拡大し  

た後北条氏の有力な支城の仙一つとして，北条氏邦  

の居城となった。荒川柑も，北条氏邦の支配下に  

酸かれ，鉢形の近郊に位関する郷柑として，鉢形  

との関係が強化されるとともに，耕地開発が活発  

に進められたという歴史をもつ。   

こうした歴史的な皆既をもつ対象地城は，敵国  

期における開発の叫事例として，歴史学の分野に  

おいて広く緋介されてきた。戦国期の武蔵国にお  

ける開発についての先行研究において，主要な研  

究課題となっていたのは，（主）開発主導者の犠牲，  

②開発をめぐる在地社会の動向，③開発に対して  

戦国大名の果たした役割の3点であり，開発に関  

連する文麿史料を比較・検討するという方法によ  

む），これらの謀捜に接近するというものであっ  

た1－。 

これらの研究では，その方法が，文番史料のみ  

に頼るという限界を有していたため，とくに先の  

課題の①・⑧については，具体像が提示されてい  

るとは貰いがたい。こうした方法的限界を克服す  
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第1図 荒川村における地区と曲輪の概要  

（聞きとりにより作成，基l粟＝ま「住宅地図」を使用，小池太郎作図）  

4つのイッケの間には，血縁関係は伝えられてお  

らず，また，川端持田氏が春日大明神，天神持田  

氏が天満天神，只沢持田氏の2イッケが山の神・  

地蔵堂と，異なる宗教施設をそれぞれ祀っている  

ことも，彼らが別系統だとされていることの根拠  

となっている。その他，大沢氏・田辺氏なども，  

複数の系統に分かれている。．   

イッケの構成を，3つの地域区分に照らしてみ  

ると，川端と只沢の両地区と中地区とでは，イッ  

ケの存在形態に差異がみられる。只沢地区は持  

田・田辺・高橋の3イッケによって構成されてお  

り，川端地区も持田・川田・田辺・大谷・大沢・  

中嶋の各イッケが中心となって構成されており，  

両地区はイッケの集合体として構成されている。  

これに対して，中地区では，イッケとして存在し  

ているのは大場・町田・岡田の3氏のみであり，  

その他は森田氏・田中氏などイッケを構成しない  

家ヤ，持田氏・高橋氏などの川端や只沢地区に存  

在するイッケからの分家によって構成されている  

のである。以上のように，荒川村を3分する地域  

区分は，イッケのあり方を特徴づける区分にも  

なっていることがわかる。   

荒川柑の社会構成を提示し，その特徴を考察す  

る上で，もう－－一つの有力な指標となるのが，村に  

存在する宗教施設の祭祀形態である。現在の大字  

荒川では，中地区に村の鎮守として荒川神社が存  

在するが，この神社は，明治の始めに柑の各所に  

あった神社が合併してできたものである。よって，  

合併前にはどのような宗教施設が存在し，いかな  

る形態で祭祀されていたかを検討する必要があ  

る。   

荒川神社に合併された神社には，春日大明神・  

天満天神・山の神・稲荷・八坂などがある3）。近  

世には，春日社・天神社は川端地区に，山の神・  

稲荷社は只沢地区に，八坂社は中地区にそれぞれ  

所在していた。そして，荒川村では村鎮守と呼べ  

るような神社は存在せず，住人はこれらの神社の  

何れかを祭祀対象としていた。   

先にも述べたように，春日杜・天神社・山の神  

は川端・只沢の各持田氏が中心となって祀られて  

おり，それに加えて，稲荷社も只沢持田氏のなか  

の1軒を中心として祀られていた4）。川端・只沢  
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地区に存在する神社の祭祀権が，それぞれに居住  

する持田氏によって独占される状況にあったこと  

がわかる。川端・只沢両地区における持田氏の社  

会的地位の高さが窺い知れよう。とくに，只沢地  

区では，地区内に存在する地蔵堂も持田氏が中心  

となって祭祀されており，地区内における大部分  

の宗教施設の祭祀権が持田両イッケに掘られてい  

る。これに対して，川端地区では，地区内に存在  

する薬師堂には持田氏は関係しておらず，川端・  

只沢両地区における持田氏のあり方には，若干の  

差異が認められる。   

川端・只沢地区の宗教施設に対する各持田氏の  

深い関与に対して，中地区にはこうした事例がみ  

られない。中地区には，八坂杜・1呵弥陀億が存在  

していたが，特定のイッケが祭祀の中心的な役割  

を果たすという状況にはなかった。この事実より，  

中地区には，川端・只沢両地区における持田氏の  

ような，中心的な地位にあるイッケが存在しな  

かったことがわかる。   

以上，宗教施設の祭祀状況を検討すると，川端・  

只沢地区と中地区の社会構成上の差異が明確とな  

る。各地区におけるイッケの構成状況と照らして  

も，川端・只沢地区が持田イッケを中心とした社  

会を構成しているのに対して，中地区が比較的家  

同士のまとまりに欠けていることがわかる。川  

端・只沢地区と中地区との間で，社会組織のあり  

方の差異が顕著にみられることが，荒川村の社会  

構成上の特徴であると言えよう。  

Ⅱ 開発の進展と社会変化  

1）開発にともなう社会変化   

対象地域は，戦国末期には「荒川郷」と呼ばれ  

ていた。当時の荒川郷における社会構成の－一端を  

示すものとして，次の2点の史料がある。  

道具之事，  

荒河之郷  

鑓馬三  もちた四郎左衛門  

同人方  

藤左衛門  

同人方  

新右衛門  

以上三人，  

鑓  五郎二郎  

鑓  河田五郎左衛門  

屋り  大嶋  

以上三人，  

藤右衛門  

又二郎  

三郎五郎  

以上三人，  

・，諸道具申付候串，督庶之儀」軋之候，永代一 

正月・七月毎年町政事，  

w・，彼衆者，何時も鉢形ロr烏龍城候間，牌Hかひ  

次第，諸道具持可集乳  

一一，持田畢者，小親を持，何時ヰ｝御用之時二可走  

廻事，  

－，此番付之者共，もし映落致者有之者，以蠣口  

可申上，就無沙汰者，持田可馬越慶事，  

右之旨，能、相守可走廻候，就無沙汰者，可懸重  

科者也，偽如件，   

（天正4年）  

（筋邦指摘）  

月廿一日  

持田四郎左衛門殿5）  

荒川衆  

鑓馬  もち田四郎左衛門  

鍵  五郎二郎  

鑓  藤衛門  

鑓  叉二郎  

鑓  かハ田五郎左衛門  

鑓  大嶋  

以上六人，  

同所之内たゝさハ  

銀燭  もち田主計助  

鑓  同  小三郎   
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氏邦と結びつき，その後に只沢が北条氏邦に掌纏  

されたという状況が推察される。   

その後，荒川郷の社会状況が大きく変化するの  

は，天正10年代以降のことである。  

其郷近連之荒地，御領所私領共切開次第被下置間，  

如何様こも地下人相集，田島打開吋致知行候，構  

無沙汰，不開発者，可慮重科者也，偽如件，  

（天正12年）  

鑓  新六  

鑓  孫三郎  

鑓  与二郎  

以上五人，  

合十一人，  

一，むねへつ御しやめんの上ハ，いつれも大途之  

御ひくわんたるへく健闘，しよとうくよくノへ、た  

しなミはしりめくるへき事，  

一，領主ひふんの儀あら者，めやすかき，以嶋村  

近江守可申上事，  

一，御はたらきの時分，中村代両持田如下知，可  

走廻事，  

以上，  

右三力條，能、町相守旨，被仰出者也，仇如作，  

（天正5年）  

丑「「（粛邦指稲） 丑邦指稲）  

（宗邦才邑編）  

日  

た、滞  

百姓衆中7）  

この史料は，北条氏邦が，只沢の百姓衆に対し  

て，荒地開発を命じたものである。こうして，荒  

川郷において開発が着手され，天正16年（1588）に  

は，次のような史料が発給されるにいたった。   

［∃禁  

中村代  

両茂田との  

同百姓中6）  

奉之  

近江  

荒川郷御検地之辻率，  

永楽銭   

武拾貫武百九文 此度改之辻  

此内   

三賞大官六十八文 薗開十一膚人御扶持被下乳   

此取衆  

三百村文 持田左京亮  

三百付文 岡 倉人  

三百州・文 中嶋蘭書助  

三百州文 河田隼人  

二百押文 大屋玄啓  

三首相文 同 市助  

二百珊文 弥左衛門尉  

三百柵文 孫左衛門尉  

三百州文 小四郎  

三百什文 六郎左衛門尉  

三百ナ什文 縫殿助  

以上三賞六百粁文   

以上の史料は，戦国期に鉢形城（大里郡寄居町）  

を本拠として，武蔵国北西部を支配していた北条  

氏邦の軍事力として，荒川郷の住人が編成されて  

いったことを示している。ここでは，とくに次の  

2つの点に注意しておきたい。第1点は，持田四  

郎左衛門なる人物が，荒川衆の筆頭となっている  

ことである。この持田四郎左衛門の末商は，近世  

以降も川端地区に居住しており，近世には荒ノーl柑  

の名主を務めていた。天正4年（1576）には，持田  

四郎左衛門は荒川郷の中心としての社会的地位を  

確立していたのである。   

第2点は，天正4年と翌年とでは，荒川衆の構  

成に差異がみられることである。天正5年（1577）  

には，新たに只沢の5人が加わっており，持田主  

計助という人物が只沢の筆頭として，持田四郎左  

衛門と並ぶ地位に立っている。これより，川端の  

持田四郎左衛門が，荒川郷のなかでも鼻先に北条  
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第1表 只沢における屋敷関連地名所有者  
拾六貫五百四十山文 本田高辻  

此内   

壱貫五百四十一文  

持田四郎左衛門尉御扶持こ被下，  

残而，  

拾五革文 風損・日損無之，定納，  

以上，武給紙貰紙百九文 永楽銭，  

山，螢八月よりもあらくこ問侯原，何方之隼人，  

何者も開く人，永代知行二吋被下乳  

一，彼宿へ他所より移候者，永代無諸役不人二彼  

仰出候，然者，自前ゝ定候て懸候役之物，荒川・  

多田滞両村出介吋走他車，  

－∴方ゝ懸廻，他所之者，蔚秋什かまと叶引移候乳  

右走所，如作，  

（天正16年）  

順位   所有者   面 積   

ロ  主  計  8反5畝13歩   

2  兵  庫  1反9畝2歩   

田  助 三 郎  1反7畝10歩   

4  杢  助  1反4畝   

5  主  水  1反3畝28歩   

6  源  十  1反2畝14歩   

7  治  郎  1反1畝20歩   

8  左衛門五郎   3畝20歩   

※  郷 中 抱  7反9畝   

（持田家文番「文禄4年武州横棒郡鉢平蔵之内荒河村   

御縄打水帳」より作成）  

注）「屋敷」・「屋敷東」・「庵敷前」・「本母数」の4  

字に限る。  

の地名のうち，「屋敷」・「屋敷東」の所在ほ不  

明だが，かつて山の神が所在した地の東方に「屋  

敷前」という地名が残存していることから，山の  

神付近が「屋敷」と呼ばれていたものと思われる  

（第2図）。   

これに関連して，天正15年（1587）の北条氏邦印  

判状1（‖の宛先に持田四郎左衛門とともに登場し，  

以後，文禄4年検地の際に案内人の・－Y一人となり，  

屋敷地の縄除の特権を得るなど，近階初期にいた  

るまで只沢の中心となって活躍した人物に持田治  

郎左衛門がいる。彼の末商はその後も名主を務め，  

只沢の中心的な家として存続した。治郎左衛門の  

末裔の屋敷は，只沢内の「中只沢」に存在するが，  

同家所蔵の年欠文番に以下のような記載がある。  

（窮椰樋臓）  

五目  

荒川之郷  

持田四郎ノ1三衛門尉ボ）  

ここでは，開発地における検地の成果に基づき，  

開発者に対して扶持が与えられている。また，さ  

らなる荒地開発と他所からの開発者の移住が奨励  

されている。これより，天正期の荒川郷において  

実際に耕地開発が進展し，天正16年までには－一定  

の成果をあげていたことがわかる。   

荒川郷における開発の進展は，郷の社会にも大  

きな影響を与えたものと想定される。この問題を  

考える辛がかりとして，まず，天正12年（1584）に  

開発奨励が出された只沢に注目してみよう。   

天正5年印判状に登場する只沢の持田主計助  

は，文禄4年（1595）荒川村検地帳9）においても名  

請人として登場する。ここで持田主計助は，「屋敷」  

を9畝10歩，「屋敷東」を4反5畝14歩，「屋敷前」  

を3反19歩名話し，この3つの地名を合わせた範  

囲では主計助の所有が卓越していることから（第  

1表），持田主計助が「屋敷」と特に探い関係を  

有していたことがわかる。これらの「屋敷」関連  

庵敷  2反3畝19歩  

古屋敷 6畝歩   

但シ 社地在之候，  

久太夫  

屋敷山英二如党規之差置，  

但シ山之内2反3畝19歩畑開共ニ，  

小 藩左衡門（印）  

名主屋敷如先規之差置，m  

この史料より，久太夫家（治部左衛門の末裔）が  

古屋敷から移転したものであり，そこに神社が存  
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第2図 明治期にお  

（地名は持田家文書「文禄4年武州横澤郡  

きとりをもとに比定し，基因は花   
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けた主計助から，「中只沢」へと移転した治郎左  

衛門へと移っていくことも，開発にともなう変化  

であると解釈できよう。以上のように，開発は，  

屋敷地の移動という現象をともなうものであり，  

同時に，只沢における旧来の社会秩序の変動をも  

たらすものであった。   

また，天正16年印判状に記載されている「彼宿  

へ他所より移候者，永代無諸役不人二被 仰出  

候」という文言より，「宿」が開発の拠点として  

設定され，他所からの移住者の居住地となってい  

る状況が想定できる。この宿の位置については，  

現在の中地区に「上楕」・「下宿」という地字が  

残っていることから，この－－欄帯が宿であったと思  

われる。この地は，近世においてほ秩父と熊谷を  

結ぶ道路と，川越と本檻とを結ぶ道路とが交叉す  

る，交通の要衝でもあった。   

天正16年印判状において，開発に従事した荒川  

郷の住人に対して，北条氏邦から扶持が与えられ  

ているが，そこには持m左京亮を始めとして，河  

田・中嶋・大屋といった有杜の者たちが記載され  

ている。これらの名すほ，荒川村でも，川端地区  

に集中している。   

w－一一万，天元16年印判状に登場する名乍のうち，  

楕の存在が推定される中地kにみられるのは持  

田・中嶋氏のみである1H）。捕の置かれた中地区  

と川端地区とで名字がほとんど…一致しないこと  

は，開発に際して，他所からの移住が奨励された  

ことを想起させる。これに関する事例を挙げると，  

延宝5年（1677），柑を2分しての村方騒動が発生  

するが，その－一一方の旗頗として権之承という人物  

が登場する19）。延宝4年の検地帳によると，権  

之丞の名謂地は大部分が宿，あるいはその周辺部  

である「原」とに集中しており2…，彼は中地区  

に解任していたものと推定される。また，延宝5  

年の訴訟史料には，権之丞について，商業に従事  

しており，田中柑（川本町田中）に一一一門が存在する  

ことが記載されている。さらに，元和6年（1620）  

名寄帳21一に，権之丞の祖父にあたる小左衛門が  

みられる。以上より，元和期以前に，′ト左衛門家  

は田中村から荒川柑の中地区へと移転していたも  

在していたことがわかる。さらに，宝暦元年（1751）  

の「林質物二人置申金子之事」12）において，持  

田久太夫は林6畝歩を質物として勘左衛門から金  

子2両を借りているが，この史料中，林6畝歩の  

ことを「山の神屋敷」と呼んでおり，そこに社地  

があったことも併せて記載されている。これより，  

「山の神屋敷」こそ久太夫家の古屋敷であると解  

釈できる。さらに，持田久太夫家が山の神を祀っ  

ていたことも，以上の推定を裏付けるものである。  

山の神の社地近辺には，持田勘左衛門家があり，  

勘左衛門家と久太夫の古屋敷とは隣接してい  

た王3）。「屋敷」地名周辺に居住する持田氏は勘左  

衛門家とその分家のみであり，さらに，稲荷を祀っ  

ていたのが勘左衡門家であった。これらの事実よ  

り，勘左衛門家が持田主計助の末裔であると推定  

される14）。すなわち，山の神一帯には持田主計  

助が居住するとともに，持田治郎左衛門家も隣接  

しで存在していた可能性が高い。   

さらに，山の神の東方，荒川村に隣接する小前  

田新田柑地内に，「只沢」という地名がある（第2  

図参照）。この一帯の村境が明確となるのが寛文  

期以降である15）ことを考慮すると，小前田新田  

村地内の「只沢」，荒川柑の山の神山帯こそ，天  

正12年までの只沢であると思われる。このことは，  

かつて山の神両帝に多数の古井戸があった16）と  

いうことからも塞付けられよう。   

一方，近世以降の只沢において屋敷地が集中し  

て存在していたのは，持田治郎左衛門家の事例に  

みられるように，山の神一帯ではなく，それより  

南方の「中只沢」・「前只沢」であった。治郎左  

衛門が文禄4年検地において「本屋敷」1反1畝  

20歩を名請していることからみても，「屋敷」か  

ら「中只沢」への治部左衛門の屋敷移転の時期は，  

只沢百姓中による開発が着手きれた天正12年から  

文禄4年までの間と思われる。拍部左衝門家の事  

例は，開発を契機として，「只沢」の中心は現在  

地へと移動したことを示している。さらに，持田  

治部左衛門は，天正15年以降，持田主計助に代わっ  

て只沢の代表としての地位に立っている17）。天  

正12年以降，只沢の代表者が「屋敷」に居住し続  
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のとみられる。   

第Ⅲ章で検討した，荒川村の社会構成上の特徴  

としての中地区の特異性は，開発に平行して宿が  

設置され，そこに開発に従事した家からの分家や，  

他所からの移転者が居住したという，中地区の起  

源に由来したものであった。開発の進展にともな  

う，屋敷地の移転や宿の成立は，荒川郷の社会構  

成を大きく変化させ，川端・中・只沢の3地区よ  

りなる社会を形成させるものであった。   

さらに，郷全体をみても，近世へと継続する社  

会秩序の原型は，この時期に形成されている。近  

牡の荒川村の住人は，全て村内にある寿楽院の檀  

家となっていた。このうち，寿楽院に由緒のある  

家であり，住持替りの際に古例・法名についての  

しきたりを住持・檀徒に確認させてきたのは，持  

田四郎左衛門・持田治郎左衛門の末裔の2家で  

あった22）。治部左衛門の出自を勘案すると，寺  

の壇徒組織に反映される，四郎左衛門・治郎左衛  

門を頂点とする村の秩序の確立も，開発にともな  

う社会変化の結果であったと言えよう。  

2）開発の展開過程   

次に，大正期の荒川郷における開発の実態につ  

いて検討するが，その前提として，荒川村の地形  

的な特徴を明らかにしておこう。荒川村は，巨視  

的には荒川左岸に位置し，荒川の形成する扇状地  

上に立地しているが，村内の地形を微細に観察す  

ると，荒川村の地形的な特徴が浮かび上がってく  

る。   

対象地域における明治期の地形状況を示した第  

3図をみると，村内に数本の谷が束西に刻まれて  

いる様子がみてとれる。こうした谷の存在は，周  

辺地域のなかでも，とくに荒川柑に顕著な地形的  

特徴であった。   

さらに，より微細な地形を考察するために．荒  

川村の地籍図を利用すると（第4図），荒川柑の各  

所により細かに帯状の窪地が存在していたことが  

わかる。「中只沢」の北側にある字「前田川原」は，  

こうした窪地の存在を示す地名である。「前田川  

原」地内には，小河川が1本束西に流れるのみで  

第3国 対象地域の地形  

（明治18年迅速測図より作成）  

あり，荒川沿いの字「Jtl原」・「下川原」のよう  

な，河川敷としての景観は有していない。それに  

もかかわらず，「川原」という地名をもっている  

のは，この地が，荒川の増水時に，上流で溢れた  

水の流路となるとともに，そうでなくとも，大雨  

の際には堪水する帯状の窪地となっていたためで  

ある。このような帯状の窪地は，只沢地区だけで  

も数本存在していた23）。   

第2図において，「中只沢」・「前只沢」にお  

ける屋敷地が列状に立地している様子がみてとれ  

るが，これは屋敷地が帯状の窪地に間に存在する  

徴高地上に立地しているためであった。天正12年  

以降における山の神一帯から「中只沢」・「前只  

沢」への屋敷地の移動は，帯状の窪地が幾筋にも  
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第4囲 荒川柑における「窪地」  

（聞きとりにより作成，基灘＝よ花㈲町役場「荒川柑地籍図」を使用）  

切れ込んでいる場所への進出であった。只沢にお  

いて，積極的に開発に従事したと思われる持田治  

郎左衛門の，文禄4年検地における名論地をまと  

めた第2表によると，旧来の屋敷地の周辺である  

「猿喰土（さるかいと）」・「本屋敷」とならんで，  

宿の立地する微高地周辺の窪地である「西原」・  

「下宿」や，新しい屋敷地周辺の窪地である「荷  

谷戸」が存在しており，このことを裏付けている。   

只沢にみられるものと同様の地形条件であり，  

さらに規模を大きくしたのが，宿の立地する場所  

であった。宿の立地する徴高地を囲む北側の窪地  

は「清水（西原）」から「後久保（水久保）」を通っ  

て「橋場（茶畠）」へいたるものであり，南側は「西  

原」から「水久保」・「鉄糞」を通って「細谷戸」・  

「花谷戸」・「大明神」方面へいたるものであっ  

た。宿の存在する徴高地をとりまく窪地に「西原」  

第2衷 持田治郎左衛門の名詩地  

新居かい  

本 か い  

猿 喰  

荷 谷  

本 屋  

上 之  

花 谷   

と
と
土
戸
数
柑
戸
 
 
原
保
端
宿
 
 

1反2畝22歩  

8畝  

2反5畝7歩  

1反4畝25歩  

1反1畝20歩  

2反  9歩  

1反3畝24歩  

（1反 10歩 不作）  

1反8畝  

1反6畝  

2畝12歩（永不作）  

2反6畝17歩  

久
 
 
 

西
大
川
下
 
 （持田家文啓「文禄4年武州横澤郡鉢形領之内荒河村  

御縄打水帳」より作成）  

－10－   



という地名があることは，大正期に開発の対象と  

された「蝶」がこの－一帯であることを想定させる。   

次に，文禄4年の荒川柑検地帳より，天正一文  

様期における開発状況を，検地帳に記載された名  

論人や記載方法から解析してみよう（－′検地帳の・Ⅵ一  

部を引網する。、  

花かいと  

中島i反3畝24歩 治 部分  

巨作  

同所  

中歯  9畝17歩 合 人分  

甚れ瀾J門作  

以上にみられるように，この検地帳には，「r、）  

○分」にホされる人名と，「（”〕ぐ）作」に小される  

人名とが－－・致しているものと，分離しているもの  

の2通りがある。Lかしながら，－・致している串  

例が多数を占めており，分離Lている事例は少数  

であるとともに，その存在に跡暑な地域的な偏り  

が認められる。後者の事例がみられる地域として．  

「伊勢領」・「水（後）久保」・「人明細」とその  

周辺の3地域があげられる。   

「伊勢領」・「水（後）久保」における「分・」と  

「作」との分離の事例について検討すると，こう  

した記載がなされ，それが地域的に限定されてい  

る要因を示す，いくつかの特徴が浮かび上がって  

くる。「伊勢領」における「分・」と「作」とが分  

離している事例のなかで，「分」に記載されてい  

るのは，すべて「新五郎」である。新五郎は，文  

禄4年検地における名請人のなかでも，非常に特  

殊な性格をもっている。まず，文禄4年検地帳全  

4冊のうち，「伊勢領」が記載されている1冊のみ，  

弥五郎・治部とならんで案内人となっている24）  

が，屋敷の名請はしていない。また，名論地は，  

「伊勢領」とその隣の「鍛冶谷戸」に集中してお  

り，それ以外にはみられない。しかも，名論地の  

うち「作」の記載がないものは，全て永不作もし  

くは不作地なのである。つまり，新五郎は，荒川  

村には併任していない可能性が高く，「伊勢領」  

と「鍛冶谷戸」にのみ関係しているが，荒川村の  

範囲内では，自らの手では－一切耕作を行なってい  

ないのである。   

「伊勢綿」と同様の名言削犬況を示しているのが  

「水（後）久保」である。「水久保」においては，「沼  

尻」なる人物が新五郎と同様の特徴を示してい  

る25）。すなわち，屋敷を名論せず，「水（後）久保」  

とその隣の「茶畠」とのみ関係をもち，自らはほ  

とんど耕作していない。   

－・九「00作」として記載されている者たち  

について，特に「伊勢領」を事例として検討して  

みると，彼らの中には荒川村内に屋敷を名話し，  

村内の他の場所では「On分 主イ乍」という形で  

耕地を名話している者も存在すがい。「作」に記  

赦されている者たちは，新五郎の抱え百姓的な存  

在とは・▲■・・・・耽には晋えないのであるb   

以上にみられる，「伊勢領」・「水（後）久保」  

における，「作」に記載された着たちの性格と，  

永不作・イく作地の名綿状況とにより，これらの地  

域の性格について考えてみると，新五郎・テ帥乙氏  

は「伊勢領」・「水（後）久保」に一定の権利を有  

しているのみの存在でありモ実際に耕作している  

ものが「作」として紀範されたものだと考えられ  

る。さらに，天正期に荒川村において開発が進展  

していたことを勘案すると，新五郎・沼尻氏ほ開  

発を請け負った人物であり，実際の耕地化は，「作」  

に記載された者によって成されたものと考えるの  

が妥当であろう。つまり，検地帳において「分」  

と「作」が分離して記載されている地域こそ，文  

禄4年当時に開発が進展しつつあった場所と推定  

される。   

以上を踏まえて，「大明神」－一帯に注月すると，  

「分」に記載されているのは，左京菟・舎人・弥  

五郎27j・隼人・図審・市右衛門・与二郎の7名  

である。舎人以外の6名は屋敷地を名論している  

ことから，村内に居住していた着たちであること  

が確認される。また，彼らのうち市右衛門・与二  

郎以外は，天正16年に開発に従事することにより  

扶持を与えられた12名と重複しでいる。彼らも新  
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う。開発を請負った者たちは，移住者の居住地と  

して宿を整備し，そこでの諸役不入の特権を獲得  

したことにより，耕作者を募集し，開発地の耕地  

化を行ない得たのである。  

Ⅳ 持田四郎左衛門の存立基盤  

本章では，天正期の荒川郷の中心としての役割  

を果たすとともに，開発を積極的に主導し，近世  

以降における持田家3（））の村内での地位を確立さ  

せた持田四郎左衛門に注目し，彼の存立基盤を探  

ることにより，天正期に彼が郷の中心としての役  

割を果たすようになる安閑について検討する。   

持田家は，近世以降現在にいたるまで，川端地  

区の川端曲輪に観焦している。地籍怪lを用いて持  

田屋敷を複原したのが第5図である。持田屋敷の  

北部から東部にかけては士農が存在しており，北  

部のものは空堀をともなっていた。こうした土  

塁・堀をともなう屋敷構えは，荒川村では持田家  

のみにみられるものであり，村内における地位の  

高さが窺える。   

持田家には，かつて屋敷は現在の寿楽院の場所  

にあり，持田四郎左衛門の時代に自己の屋敷地と  

寺地とを交換し，硯在の場所に屋敷を移転したと  

いう伝承がある31J。この伝動ま，持田氏の屋敷  

地内から多数の墓石が出土したことや，持田家が  

屋敷の建て替えをした際，天正3年の棟札が発見  

されが2ノということからも裏付けられる。   

持田四郎左衛門の川端地区への移転は，同地区  

における持田家のあり方を検討することにより，  

さらに明確なものとなる。同地区南西部の荒川線  

には「にゅうのどう（入の堂）」という地名があり，  

その東方には薬師堂が存在する。これらは現在は  

宅地や道路によって分断されているが，かつでは  

一続きとなっており，薬師堂として存在していた。  

かつての薬師堂地内に存在する板碑が，最古のも  

ので正安4年（1302）の年紀をもつことから，鎌倉  

時代から既に宗教施設が存在していたことがわか  

る。薬師堂の周辺には大沢・中嶋・田辺イッケの  

墓地があり，少し離れて川田イッケの墓地も存在  

五郎などと同様に，開発を請負った着たちである  

ことは明らかであろう。   

隼人■図書・玄蕃の名詩地は，居住地である「川  

端」周辺に加えて，「西原」・「陣場後」・「水  

久保」・「鉄糞」と，「西原」から「大明神」一  

帯にまでいたる窪地上に存在している。これらの  

地域では，彼らは「00分 主作」として名讃し  

ている。この地域の延長線上に「大明神」が存在  

する。そして，「大明神」一帯に限って「分」の  

みの記載であることから，彼らによる開発が「西  

原」一帯から始められ，文禄4年の時点では荒川  

柑で最も低い場所である「大明神」一帯にまで及  

んでいたものと考えられる。   

持田四郎左衛門家の展開過程をみると，最も古  

い時期に分家したと伝える家は，摘と大明神近辺  

とに1軒づつ存在している。さらに，宿の分家は  

四郎左衛門家からの分立とほぼ同時期に分家を輩  

出したと伝えている28）。持田四郎左衛門家の展  

開過程は，当時の開発過程を反映したものである  

と言えよう。   

こうして，戦国末期の荒川郷において，開発の  

対象となった場所の地形的な特徴が浮かび上がっ  

てくる。すなわち，栢周辺や只沢における窪地の  

耕地（畑地）化こそ，天正期における開発の実体で  

あったものと思われる。そして，西高東低という  

荒川村の地形条件にともない，開発は徐々に村の  
東部地域へと進展していった。同時に，文禄4年  

検地に際して，新五郎や沼尻氏が請負った「伊勢  

領」・「水久保」も，荒川村の耕地として名請さ  

れたのである。   

一方，耕地化を達成するためには，耕作者を確  

保しなければならなかった。天正16年（1586）の綻  

書には，「－，人之うりかひ一風致ましく候，若  

責買いたすこ付而者，其郷以礪口無相違可申上，  

可致商売事，」という記載があり29），当時の荒川  

郷において人の売買が行なわれていたことがわか  

る。これは，開発のための労働力を確保する動き  

の現われであると理解されよう。天正16年印判状  

において，宿に対して諸役不入などの特権が与え  

られたことも，同様の視点から解釈すべきであろ  
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宅地 □畑  

第5固 持凹屋敷の寮観  

（花園町役場「荒川村地籍図」より作成）  

く。発掘調査においても，古代の製鉄遺跡が発見  

されている33）。これらの事例より，川端地区は，  

かなり古くから製鉄業の地であったことが推定さ  

れる。   

また，近世期，川端地区に隣接する荒川に石切  

場が存在しており，石灯篭などの生産で名高い信  

州高速の石工が，偉材料の調達のために荒川村を  

訪れていが4J。中世の秩父地方と荒川沿いの地  

域は，秩父青石を利用した板碑の生産・商品化が  

なされた地域であり35），先にも挙げたように，  

荒川村においても大量の板碑が残存している。荒  

川端に存在する薬師堂に大量の，しかも様々な形  

態の板碑や，それを支える台座までもが完型に近  

していた。一方，持田氏の墓所はここにはない。  

持田四郎左衛門の墓ほ，字「山中」に天神曲輪の  

持田イッケの墓と隣瀕して存在している。中世以  

来の宗教施設に付随して，曲輪の範囲を越えて川  

端地区の各イッケの塞が存在するにもかかわら  

ず，持田氏の塞が例外的に別の地に存在すること  

は，川端地区が当初は薬師堂に某をもつイッケに  

よって構成されており，後に持田氏が移転してき  

たことを示している。   

持田氏移転前の川端地区は，いかなる経済的な  

基盤の上に成り立っていたのであろうか。同地区  

の地名をみると，「鉄糞」・「鍛冶谷戸」といっ  

た製鉄業の存在を示す地名が存在することに気づ  
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して，持田家の製粉を無料で行なっていた38）。  

以上の事例より，持田家による崖の独占的な所有  

が，荒川の用益椎の掌握と深く関わっていたこと  

が窺える。   

第二に，荒川を介した水運との関わりである。  

まず，次の史料を挙げてみよう。  

急度申入候，伍あらかわ♂いかた托等手形なくL  

て御出し不可有候，我等参候て，委可申候へ共，こ、  

もと隙人中候間不参候，如何様よろつ吋申健闘，  

御くぼう材木共御座候間，手形なくしていかた御  

とうしあるましく候，馬具…傭巧j人候，  

（中略）  

二月廿八日  林（花押）  

尚、此あいはんなくしていかた靭とうし有間数候，  

以ヒ，  

（累印）   大瀧より 林 虎助  

持田四郎左衛門殿  

まいが9）  

以上の史料は，持田四郎左衛門の時代には，既  

に荒川が秩父からの材木の運送に利用されてお  

り，荒川村が中継地点となっていたことを示して  

いる。こうした荒川柑の機能は，近陛においても  

継続してみられるものであった4（＝ 。また，この  

水運に持田氏が関わっていたことがわかる。以上  

より，持田氏の川端地区への移転の背祭として，  

荒川水運の存在が考えられよう。そして，鋳物師  

を行なうに際しても，荒川の用益梅を掌揺するこ  

とにより，荒川水運を利用して原・燃料，商品の  

移送を行なったものと思われる。荒川の水運を利  

用した鋳物師業への進出こそ，持田氏が川端地区  

へと移転した要因であったと思われる。   

以上の持田氏のあり方は，持田氏が必ずしも農  

業を存立の主要な基盤としているとほ言えないこ  

とを示している。持田氏が荒川郷の中心的な役割  

を果たすに足る経済力をもつとともに，開発の主  

導者となる要因もここに求められよう。荒川郷に  

隣接する御前田郷においても，同時期に開発が進  

展するが，これを主導したのが，長谷部兵庫助で  

い形で現存していることは，ここに石切場が存在  

していたことと無縁ではないであろう。   

川端地区は，中世期の関束における幹線道路で  

あった鎌倉街道が東西・南北に貫いており，さら  

に荒川の渡船場としての位置にあった。川端地区  

における鉄・石の生産を支えていたのが，交通の  

結節点としての位置的な利点であったことが窺え  

る。寿楽院が川端地区から出発したのも，川端地  

区が経済的な要衝の地であったことと関連してい  

よう。   

持田氏の移転も，商品生産地・交通の要衝とし  

ての川端地区のあり方と関わっていたであろうこ  

とは想像に難くない。持田家では，川端地区への  

移転後に鋳物師を行い，その後，鋳物師の権利と  

ともに允許状と屋号（尖）の入ったハッピを金屋  

（埼玉県児玉町）に譲り渡したという伝承が残って  

いる36）。このイ云承は，権利の移転先とされる金  

屋に伝承と同じ屋号の鋳物師が存在していたこ  

と37），さらには，持田屋敷の土塁が鉱揮によっ  

てできており，屋敷内でも鉱揮が発見されている  

ことによって裏付けられる。これに対して，現在  

の川端地区において，鋳物師をしたという伝承を  

持つ，あるいは，屋敷内から鉱揮が出土するのは，  

持田家のみの特徴である。これより，持田四郎左  

衛門の時代には，川端地区において，持田家のみ  

が鋳物師を行なっていたものと思われる。，   

さらに，持田家が，川端地区における他の家と  

異なる特徴として，荒川との関わりが挙げられる。  

先の屋敷移転の伝承では，持田四郎左衛門が川端  

地区へと移転した理由として，北条氏邦の居城が  

ある鉢形に出仕するために，水運の便を図ったと  

されている。   

持田氏と荒川との関わりはこの伝承に残るのみ  

でしはない。その第一は，荒川の用益権の掌握であ  

る。荒川では，川舟による輸送とともに，川漁や  

舟草を用いての製粉が行なわれていた。これらに  

用いられる舟が繋留されていたのは，川端地区と  

荒川とを隔てている崖下であった。かつてこの崖  

の大部分は持田家の所有であったため，舟車によ  

る製粉を行なっている人は，崖を利用する代償と  
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あった41）（、兵蝉助の－・妖にはトけ糟♂）摘人」で  

ある長押部源∴郎榔や，北条氏邦から「塩留」  

についての指ホを受けている拙ことから，これ  

らの流通に問わっていたと推定される長祥都備前  

守か戊川，長押部兵確聞沌同様の存在であったと  

推定されている‘l■㌧ぷ浴部揉庫助が開発に着手  

し得る経済的な鮭川ナとして，商【1J一流通への問Jj・  

によって得られた資金の存在が指摘できよう。持  

田Ⅳ郎ん衝門も同様に，商品生産・流通に関わる  

ことにより，開発に必要な資金・労働力を調達し  

得たものと．軋われるl，  

Ⅴ おわりに  

本鞘≠・では，近世へと継続する荒川村の社会が  

形成されていく過程を，戦国来期に崩瀾Lた開発  

と関連さセながら檎－けしてきた．〕大正期に北条代  

用と¢を先に紙び〆）いたのはJll端地tメニであり，荒川  

衆も川端地区のみを構成範聞とLていたが，開発  

の進腱にともない，川端・H沢∵申の3地区を構  

成範囲とする荒川柑が形成きれたいこの過程には，  

＝沢の事例にみられるような厘敷地の移動や，宿  

への他所からの移付とい′Jた鋭敏をともなうもの  

であ′）たr√，同時に．健化は郷の社会秩序にも波及  

し，川端の拍＝四郎ん衡門・＝沢の西側清聞品傭  

門を臓一皮とする．近世へと継続する社会秩序の基  

礎が形成された′〕   

当時の荒川郷において，開発の対象となったの  

は，喝を東西に別む常状の窪地であった。天正16  

年印判状に記周ほれた持用四郎ふ儀門を始めとし  

て中略・川椚氏といった荒川欄内のイり」仁朋生や，  

新五郎・沼尻氏は，これらの窪地の開発を請負い，  

邸内に居≠する者や他所からの移住宵を編成する  

ことにより拷地化を遁成していった。 

さらに．持田四郎ん衡門の存む阻鰹を検討する  

と，彼が郷の有力者として，開発を主導した経済  

的な背贋が浮かび＿1二がってきた。．持田四郎左衛門  

の川端地区への移転ほ，荒Jllの水運を利用した鋳  

物師薬への進出であり，商品流通への積極的な関  

与が，開発を推進する基態となる経済力を確立さ  

せた。   

本報告では，開発にともなう郷の社会構成の変  

化，開発地の比定とその展開過程の素描に止まり，  

開発地をめぐる所有関係の変遷，開発のための労  

働力の移転にともなう閃趨，荒川郷が開発へと向  

う辟済的な要因についての検討にまでいたること  

ができなかった。とくに敢後の問趨については，  

大正16年（1588）に北条氏邦が秩父郡吉田の代官・  

町人衆中に発給した印判状45）にみられる，秩父  

地方における商品生産の進展，鉢形城下における  

穀物需要の痛まりとの関連から，荒川郷や小前田  

郷などの鉢形近郊地帯における開発を見なおす必  

要があるように思われる。これらの′如こついては  

今後の課題としたい（、  

付 記  

本稿を作成するにあたり，現地調査に際しては，   

花爛町荒川地区の方々に温かい御助力を頂きました。   

御多忙中にも問わらず，花園町役場の方々には，資   

料収礁の便‘t▲〔をl刈って頂きましたL，また，揖尻商樹   

氏には，殴魔な資料を櫻供して頂くとともに，多大   

な御協力を頂きました。なお，筑波大学人文学類の   

磯川実技・勝他藩巨L 筑波人学大学院歴史・人敷学   

研究科の新井敦史・佐々木倫朗・井上智勝の各氏に   

は，実地調教および潜料審理等にご協力頂きましたく）   

ここに記Lて探く感謝申し上げます。  

注および参考文献  

l）削竹雄・（1990）：戦国期における「開発」につい  

て－後北条領国を中心に－，史海，37，地上裕子  

＝99＝：戦同時代の武蔵における開発，F「開発」  

と地域民衆－その歴史像を求めて－』．雄山間，な  

どが挙げられる．  

21この家は．fッケとしてのつきあいと，宗教施設  

の祭祀とが．2つのイツケにまたがっている．  

3）持臨文夫氏所蔵「柑社大明神社御由緒調進番」  

川柳治期）他．  

4）注2）の家である．  

5）埼玉県史稲審委員会瑞（1980）：『新編埼玉県史賓  

料稲6 中世2』，434－435．  

肌15 －   



ある．「水（後）久保」の存在する帯状の窪地が黒田  

村にまで伸びていることも考慮すると，招尻氏は，  

黒田柑に居住していたものと考えられる．  

26）一例を挙げると，大屋玄蕃は，主作地として，1  

町4反5畝11歩を名論している．  

27）弥五郎は，村内で最大の耕地面積を名論しており，  

屋敷を縄除されている．近世に屋敷の縄除の特権  

を有していたのが．持田四郎左衛門・持田治郎左  

衛門の子孫の2家だったことを考慮すると，弥五  

郎は持田四郎左衛門の子とするのが妥当であろう．  

28）持田英孝氏のご教示による．  

29）前掲5），648～649．  

30）本章では持田四郎左衛門家を考察の中心とするた  

め，とくに指定しない場合は持田四郎ん衛門家を  

持田氏・持田家と呼ぶ．  

31）持田英孝氏のご教ホによる．  

32）埼玉県大＿里那花糊付（197（））：『花園柑史』，6卜63．  

33）花園町（1979）：り乞園柑のケ邑二』，2ページ．  

34）持田春次氏所蔵「手形之肇」（畠享5年）．  

35）小林一一括（1982）：中1壮前期における在地諏も問結  

合の－一側面明神鯉川窮状地領一巨群の用水支配をめ  

ぐって一，中世の常軌 2．  

36）持田英孝氏のご教示による．  

37）金屋の倉林家に伝わっている．  

38）持田英孝氏のご教ホによる．  

39）杉しIl博他崩（1878）：『新輔武州吉丈番下』角川落  

胤 435～436．  

40）持田英孝氏所蔵「乍恐以番付御訴訟畔上候」（娃寧  

4年）．これによると，秩父郡上青田から荒川を下  

された筏が，荒川村で差し止められている．  

41）前掲5），244ページ．  

42）前掲5），215ページ．  

43）前掲5），516ページ．  

44）前掲1）．  

45）前掲5），711ページ．  

6）前掲5），457鵬458．  

7）前掲5），609ページ．  

8）前掲5），709－710．  

9）持田英孝氏所蔵「武州棒揮郡鉢形領之内荒河村御  

縄打水帳」（文禄4年）．  

10）前掲5），674ペ叫ジ．  

11）持田春次氏所蔵（年不詳）．  

12）持田春次氏所蔵「林質物二人借用申金子之覚」（宝  

暦元年）．  

13）持田春次氏所蔵「乍恐返答番を以申上候」（明和5  

年）．  

14）持田勘左衛門家とその分家の墓所には中世の板  

碑・五輪塔が存在する．  

ユ5）持田英孝氏所蔵「乍恐以番付奉御訴訟申上候」（寛  

文12年）．この史料では，荒川村・小前田新田柑・  

猿喰土村の入会厳における墳別けが閉場となって  
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